
  ３ 開発事業の手続フロー 
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（
予
約
を
含
む
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大
規
模
土
地
取
引
協
議
会
（
庁
内
） 

大
規
模
開
発
事
業
者 

（
第
63
条
） 

土
地
利
用
構
想
の
届
出 

（
第
64
条
） 

案
内
板
の
設
置
・
届
出 

（
第
64
条
） 

土
地
利
用
構
想
の
公
告
・
縦
覧 

（
第
64
条
） 

説
明
会
の
開
催 

（
第
64
条
） 

説
明
会
報
告
書
の
公
告
・
縦
覧 

（
第
65
条
） 

意
見
書
の
提
出 

（
第
66
条
） 

見
解
書
等
の
公
告
・
縦
覧 

（
第
67
条
） 

公
聴
会
の
開
催 

大
規
模
開
発
事
業
協
議
会
（
庁
内
） 

７
日
以
内 

21
日
以
内 

14
日
以
内 

30
日
以
内 

土地利用構想の届出等（大規模開発事業の特例） 大規模土地取引行為の届出 

（
次
ペ
ー
ジ
へ
） 

開
発
事
業
の
手
続
に
続
く 

凡例 通常生じる手続 必要に応じて生じる手続 

30日間 
公衆の縦覧 

14日間 
公衆の縦覧 

14日間 
公衆の縦覧 

14日間 
公衆の縦覧 

意
見 

60日以内（公聴会に要する期間を除く） 

※
市
の
附
属
機
関 

✓ 届出の前にまちづくり基本計画等の
整合について，事前に相談が必要 

✓ 開発行為の場合，事前に東京都との
調整が必要 

 

大
規
模
開
発
事
業
協
議
会
（
庁
内
） 

意見書の提出期間 

必要に応じて 

３
月
前 

5,000㎡以上の土地に関する権利の 
移転又は設定を行う契約が対象 

開発区域の面積 5,000㎡以上（国分寺崖線区域内 3,000㎡）以上の土地利用など 

（
第
65
条
） 

意
見
書
の
写
し
の
送
付 

（
第
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条
） 

土
地
利
用
構
想
指
導
書
の
交
付 

（
第
68
条
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土
地
利
用
構
想
指
導
書
公
告
・
縦
覧 

（
第
64
条
） 

説
明
会
報
告
書
の
提
出 

（
第
66
条
） 

見
解
書
の
提
出 

土
地
所
有
者
（
届
出
人
）
か
ら

譲
渡
人
に
対
し
，
当
該
助
言
事

項
を
承
継 

 

（1）大規模土地取引行為・大規模開発事業の手続フロー 
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等 

（
第
42
条
） 
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の
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・
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覧 

（
第
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条
） 

事
前
協
議
書
の
公
告
・
縦
覧 

（
第
47
条
） 

調
整
会
の
開
催
要
請 

（
第
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条
） 

近
隣
住
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等
か
ら
の
説
明
要
望 

（
第
48
条
） 

指
導
書
の
交
付 

（
審
査
協
議
） 

開
発
事
業
協
議
会
（
庁
内
） 

開

発

事
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関

す

る

協

定

の

締

結
（
第
52
条
） 

（
第
51
条
） 

開
発
基
準
適
合
確
認
通
知
書
の
交
付 

開発事業の手続 

凡例 通常生じる手続 必要に応じて生じる手続 

30日間 
公衆の縦覧 

30日間 
公衆の縦覧 

14日間 
公衆の縦覧 

（
第
48
条
） 

意 

見 

（
第
46
条
） 

意
見
書
の
提
出 

（
事
前
協
議
） 

開
発
事
業
協
議
会
（
庁
内
） 

（
第
47
条
の
２
） 

調
整
会
の
設
置 

（
第
47
条
の
４
） 

調
整
会
の
報
告 

（
第
47
条
の
４
） 

報
告
書
の
公
告
・
縦
覧 

公告の日の翌日から 意見書の提出期間 

（
指
導
協
議
） 

開
発
事
業
協
議
会
（
庁
内
） 

（
第
49
条
）

開
発
事
業
申
請
書
等
の
公
告
・
縦
覧 

（
第
56
条
） 

完
了
届
兼
検
査
申
出 

（
第
55
条
） 

工
事
着
手
届
の
提
出 

（
第
56
条
） 

完
了
検
査
・
結
果
通
知 

30日間 
公衆の縦覧 

（
第
42
条
） 

案
内
板
設
置
の
届
出 

住民調整手続（住民＋事業者） 事前協議手続（住民＋事業者＋市） 開発手続（事業者＋市） 

21
日
以
内 

（
第
80
条
な
ど
） 

あ
っ
せ
ん
・
調
停
の
手
続
（
原
則
，
当
事
者
双
方
か
ら
の
申
出
） 

21
日
（
大
規
模
開
発
事
業
は
28
日
）
以
内 

助言指導書の交付後，
関係課と各課事前協議
が必要 

位
置
指
定
道
路
の
申
請
・
建
築
確
認
申
請 

な
ど 

都
市
計
画
法
第
32
条
同
意
・
同
法
第
29
条
開
発
許
可 

完了検査適合通知書の

交付に当たっては， 

公共施設の寄附又は帰

属する用地がある場

合，寄附又は帰属書類

の提出が必要になりま

す。 

開発行為の場合，
事前に東京都との
調整が必要 

（
第
47
条
） 

調
整
会
事
前
申
出 

（※）令和４年４月１日以降は満 18歳以上 

調整会開催請求のあ
った日から 90日以
内に報告書を作成 

（
第
49
条
） 

開
発
事
業
申
請
書
・
見
解
書
の
提
出 

※近隣住民のみ 
事前申出も必要 

（
第
42
条
） 

近
隣
住
民
・
周
辺
住
民
へ
の
説
明 

14日以内 

（
第
42
条
） 

案
内
板
の
設
置 

（
第
41
条
） 

開
発
基
本
計
画
の
届
出 

７
日
以
内 

７
日
以
上 

14
日
以
内 

 

調
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会

開

催

請

求
（
第
47
条
） 

調

整

会

の

開

催

（

３

回

ま

で

）
（
第
47
条
の
３
） 

60日以内（調整会に
要する期間を除く） 

開
発
事
業
事
前
協
議
書
， 

近
隣
住
民
説
明
実
施
報
告
書 

等
の
提
出
（
第
43
条
） 

近隣住民が請求する場合，
事前申出を行った上で， 
満 20歳（※）以上の者の
過半数の署名が必要 

14
日
以
内 

（
第
43
条
） 

助
言
指
導
書
の
交
付 

（
第
46
条
） 

意
見
書
の
写
し
の
送
付 

開発規模により 
説明会の開催が必要 

（2）（一般）開発事業の手続フロー 


